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           午後１時30分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は９名です。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより令和６年度中能登町議会１月随

時会議を再開いたします。 

 諸般の報告をいたします。 

 地方自治法第121条の規定による本会議に

出席する者を別紙の説明員職氏名一覧表とし

てお手元に配付をしましたので、ご了承願い

ます。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 １月随時会議の会議期間は、本日１日とい

たします。 

 また、本日の議事日程は、お手元に配付の

とおりであります。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 １月随時会議の会議録署名議員は、会議規

則第121条の規定により、１番 三浦克欣議

員、２番 合田 宏議員を指名いたします。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（笹川広美議員） 議案第42号 臨時

的に任用された職員の分限に関する条例の一

部を改正する条例について 

 議案第43号 中能登町議会の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例について 

 議案第44号 中能登町常勤の特別職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 議案第45号 中能登町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第46号 令和６年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第47号 令和６年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第48号 令和６年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 議案第49号 令和６年度中能登町下水道事

業会計補正予算 

 議案第50号 工事請負契約の締結について 

 議案第51号 工事請負契約の変更について 

 議案第52号 和解及び損害賠償の額を定め

ることについて 

 以上の議案11件を一括して議題とします。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（笹川広美議員） 町長から提案理由

の説明を求めます。 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 本日ここに、令和６年度中

能登町議会１月随時会議の開会に当たり、議

員各位には公私ともに何かとご多用の中、ご

出席を賜りまして誠にありがとうございま

す。 

 本日の随時会議に提案いたしました議案に

つきまして説明をいたします。 

 初めに、議案第42号 臨時的に任用された

職員の分限に関する条例の一部を改正する条

例についてであります。 

 この条例は、条件付採用期間中の職員の分

限について、新たに必要な事項を定めるもの

であります。 

 次に、議案第43号 中能登町議会の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例についてであります。 

 この条例は、人事院勧告に基づく一般職の

国家公務員の給与改定に準じた特別職の国家

公務員の給与の改定の動向などに鑑み、議会

議員の期末手当の改定を行うため、所要の改

正を行うものであります。 

 次に、議案第44号 中能登町常勤の特別職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する
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条例についてであります。 

 この条例は、人事院勧告に基づく一般職の

国家公務員の給与改定に準じた特別職の国家

公務員の給与の改定の動向などに鑑み、常勤

の特別職の職員の期末手当の改定を行うた

め、所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第45号 中能登町一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついてであります。 

 この条例は、人事院の国家公務員の給与の

改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員の給

与の改定を行うため、所要の改正を行うもの

であります。 

 次に、議案第46号 令和６年度中能登町一

般会計補正予算につきましては、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ20億1,924万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ191億5,220万7,000円とする

ものであります。 

 また、第２表債務負担行為補正につきまし

ては、学校向けパソコン機器ライセンス契約

更新業務のほか３つの業務について、令和７

年度までを期間として限度額を設定するもの

であります。 

 第３表地方債補正につきましては、単独災

害復旧事業債及び災害対策債について、限度

額９億4,770万円を追加するものでありま

す。 

 補正予算の歳入の主なものは、第14款国庫

支出金の総務費国庫補助金として7,671万

1,000円、同じく災害復旧費国庫補助金とし

て９億4,619万8,000円、第18款繰入金の基金

繰入金で4,597万5,000円を増額するものであ

ります。 

 歳出で主なものは、第３款民生費の臨時特

別給付金事業として6,023万円、同じく老人

福祉施設費として1,016万円、第４款衛生費

の災害廃棄物等処理事業として18億9,239万

6,000円、第10款教育費の学校給食管理費と

して1,206万円を増額するものであります。 

 次に、議案第47号 令和６年度中能登町介

護保険特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ210万

8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ26億7,311万7,000円とするも

のであります。補正予算の主なものは、人事

院勧告に基づく職員の給与費等を増額するも

のであります。 

 次に、議案第48号 令和６年度中能登町水

道事業会計補正予算につきましては、収益的

支出では、人事院勧告に基づく職員の給与費

等で130万円を、資本的支出では、災害復旧

事業に係る詳細設計業務委託で100万円をそ

れぞれ増額するものであります。 

 次に、議案第49号 令和６年度中能登町下

水道事業会計補正予算につきまして、収益的

収入及び支出では、人事院勧告に基づく職員

の給与費等で121万円、災害復旧に係る業務

委託で300万円を増額し、資本的収入及び支

出では、人事院勧告に基づく職員の給与費等

で10万円を増額するものであります。 

 また、企業債の補正につきましては、災害

復旧事業について限度額100万円を追加する

ものであります。 

 次に、議案第50号 工事請負契約の締結に

ついては、令和６年度災害関連農村生活環境

施設復旧事業後山地区管渠復旧工事に伴う水

道管支障移設工事について、12月17日に５社

による指名競争入札を執行した結果、4,851

万円で株式会社杉本工務店に落札を決定し、

仮契約の締結をしたものであります。 

 次に、議案第51号 工事請負契約の変更に

ついては、令和５年度防災・安全交付金事業

鹿島中部クリーンセンター電気設備改築更新

工事（５－１号）において、工事が増工とな

ったことから、事業費534万6,000円を増額

し、契約金額を１億1,413万6,000円とするも

のであります。 

 次に、議案第52号 和解及び損害賠償の額

を定めることについてであります。 
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 これは、中能登町瀬戸地内の町道を軽自動

車が走行中、落石に衝突した事案について、

町に対する損害賠償請求の訴状が提出された

ことから、裁判所より原告への解決金支払い

による和解案が示され、これに応じて賠償を

行うものであります。 

 以上、本日提案いたしました議案につき、

その大要をご説明申し上げましたが、議員各

位におかれましては、慎重なるご審議をいた

だき、適切なる議決を賜りますようお願いを

申し上げまして、提案理由の説明を終わりま

す。 

○議長（笹川広美議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 

 ◎質   疑 

○議長（笹川広美議員） これより、議案第

42号から議案第52号までについて一括して質

疑を行います。 

 質疑のある方はご発言願います。ありませ

んか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 議案第42号から議案第52号までについて

は、会議規則第35条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第42号から議案第52号までに

ついては、委員会付託を省略します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（笹川広美議員） これより、議案第

42号から議案第52号までについて一括して討

論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 次に、原案に賛成

者の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ほかに討論はあり

ませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 次に、議案第42号 臨時的に任用された職

員の分限に関する条例の一部を改正する条例

について採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第42号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第43号

 中能登町議会の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例について採

決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第43号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第44号

 中能登町常勤の特別職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例について採決し
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ます。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第44号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第45号

 中能登町一般職の職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例について採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第45号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第46号

 令和６年度中能登町一般会計補正予算につ

いて採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第46号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、 

 議案第47号 令和６年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第48号 令和６年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 議案第49号 令和６年度中能登町下水道事

業会計補正予算 

 以上の議案３件について一括して採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第47号から議案第49号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第50号

 工事請負契約の締結について（令和６年度

災害関連農村生活環境施設復旧事業後山地区

管渠復旧工事に伴う水道管支障移設工事）に

ついて採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第50号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第51号

 工事請負契約の変更について（令和５年度

防災・安全交付金事業鹿島中部クリーンセン

ター電気設備改築更新工事５－１号）につい

て採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第51号は、原案のとおり可決

されました。 
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○議長（笹川広美議員） 次に、議案第52号

 和解及び損害賠償の額を定めることについ

て採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立多数でありま

す。 

 よって、議案第52号は、原案のとおり可決

されました。 

 

 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で、本随時会

議に付議されました案件の審議は全て終了い

たしました。 

 これをもって令和６年度中能登町議会１月

随時会議を散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後１時47分 散会 
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